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　国の特別史跡及び特別名勝に指定されている小石川後楽園では、6月上
旬から中旬に660株の花菖蒲が菖蒲田の一面を彩ります。この見ごろの時
期に合わせ、イベント「花菖蒲を楽しむ」を開催します。この期間だけ設
置される「花菖蒲の小道」や、植物研究家によるガイド「花菖蒲めぐり」、
雅楽の演奏会等をお楽しみください。

国分寺3･2･8号府中所沢線
多喜窪通りから国分寺3･4･6号線までの約1.1㎞が開通

　平成29年3月16日（木）、東京都が整備を
進めている多摩南北主要5路線の１つである
府中所沢・鎌倉街道線のうち国分寺3･2･8号
府中所沢線の多喜窪通りから国分寺3･4･6号
線までの約1.1kmの区間を交通開放しました
【北行1車線（暫定）、南行き2車線】。
　これにより、多摩地域における南北方向の
交通の円滑化が図られるとともに、沿道地域
の利便性や防災性の向上が図られます。

　事業計画の概要、事業の工
程、測量、用地取得の日程等を
ご説明します。

　日本の道路は大きく国道、都道府県道、区市町村道の3つに分類されますが、
このうち、平成28年4月1日時点での東京都道の延長に最も近い選択肢はどれでしょうか？

①1,500km
②2,000km
③2,500km

正解は②2,000km
　平成28年4月1日現在、東京都道の延長は2,162kmとなっております。ちなみに、都内を走る国道の延長は
349km、区市町村道の延長は21,762kmとなっております。

都道の延長について
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浅間山公園
「キスゲフェスティバル」

　浅間山公園は標高約80メートルの小高い丘で、コナラ、クヌギなどの雑
木林でおおわれた武蔵野の面影を残す自然豊かな公園です。また、ムサシ
ノキスゲ唯一の自生地としても知られています。今年もムサシノキスゲが
見頃を迎える時期に、地元市民団体と共催で、キスゲフェスティバルを開
催します。浅間山自然保護会会員による植物
ガイドや葉っぱを使ったクラフト作りなど、
どなたでもご参加いただけるイベントを実施
いたしますので、是非この機会にあそびにき
てみませんか。

｢夢のみち2017｣
道路愛護ポスターコンクール

　皆さんが普段“みち”に対して感じていること、思っていることを作品にして
みませんか？「夢のみち2017」道路愛護ポスターコンクールの作品を募集し
ます！

●開催日時 平成29年4月29日(土・祝)、
30日（日）、5月6日（土）、7日（日）
10時～16時
（雨天の場合は一部内容を変
更いたします。）

武蔵野公園サービスセンター
TEL：042-361-6861
HP：http://musashinoparks.com/

問い合わせ先

交通開放区間

●テ ー マ
●対　　象
●規　　格

●応　　募

「人・街・未来」つながる“みち”づくり。
都内在住・在学の小・中学生。
四つ切りの画用紙。1人1作品まで。絵画にみちに関する標語
を必ず入れること。
所定の応募票を作品裏面に貼付け、6月16日（金）（消印有
効）までに郵送で、〒163-0867 新宿区西新宿2-4-1 新宿NS
ビル23F 「夢のみち2017」事務局宛　☎045-633-1960へ。
所定の応募票は同事務局かHPで。

ひと まち みらい

作品展示の様子 コンクール表彰式の様子

 (公財)東京都道路整備保全公社
TEL：03-5381-3368
HP：http:www.tmpc.or.jp/01_news/news_20170324.html

問い合わせ先

神代植物公園　「春のバラフェスタ」

　過去に「世界バラ会連合優秀庭園賞」を受賞した経歴を持つばら園は、
約400品種・5,200株のバラが栽培されています。当園の名前を冠したもの
や開園当初から育てている大株や原種バラのコレクションなど、貴重なバ
ラの数々が目を楽しませてくれます。見ごろの時期に併せ、モーニングツ
アーやコンサートの他、華やかな催しを多数ご用意しております。

●開催日時

●内　　容

●入  園  料

★交　　通

平成29年5月9日（火）～5月31日（水）
9時～17時（最終入園は16時）
※休園日や早朝開園についてはHPをご覧ください。
http://www.tokyo-park.or.jp/event/2017/03/jindai-20170308.html
ばら園コンサート、モーニングツアー、国際ばら新品種コン
クール授賞式、ガイドツアー他
一般500円・65歳以上250円・中学生200円
小学生以下と都内在住・在学の
中学生は無料
京王線調布駅から小田急バス
吉祥寺駅または三鷹駅行き「神
代植物公園前」下車、ＪＲ中央
線三鷹駅または吉祥寺駅から小
田急バス調布駅北口または深大
寺行き「神代植物公園前」下車

神代植物公園公園サービスセンター
TEL：042-483-2300

問い合わせ先

旧古河庭園　「春のバラフェスティバル」

　旧古河庭園は、約100種199株のバラが華やかに咲き誇る洋風庭園と重厚
な洋館、そして京都の著名な庭師・7代目小川治兵衛作庭の日本庭園を贅
沢に味わうことができる、都内でも貴重な庭園です。バラの香りに包まれ
ながら、優雅なひとときをお楽しみください。

●開催日時

●内　　容

●入  園  料

★交　　通

平成29年5月6日（土）～5月31日（水）
9時～17時（最終入園は16時30分）
※ライトアップ等で時間延長あり。
バラと洋館・日本庭園のライトアップ
（5月12日（金）～21日（日）日没～21時（最終入園は20時30分））
春バラの音楽会
（5月6日（土）・7日（日）・27日（土））
春バラ人気投票・庭園ガイド・臨時売店ほか
一般150円・65歳以上70円
小学生以下と都内在住・在学の
中学生は無料
JR京浜東北線「上中里」下車徒
歩7分、東京メトロ南北線「西ヶ
原」下車徒歩7分、JR山手線「駒
込」（北口）下車徒歩12分

旧古河庭園サービスセンター
TEL：03-3910-0394

問い合わせ先

●期　　間

●内　　容

●入  園  料

★交　　通

平成29年6月3日（土）～6月18日（日）　
9時～17時（最終入園は16時30分）
木道「花菖蒲の小道」期間中毎日
特別ガイドツアー「花菖蒲めぐり」
6月4日（日）①10時、②13時※当日の先着順（①9時30分か
ら、②12時30分から整理券を配布）
雅楽の演奏会 ～大名庭園に響く雅楽の調べ～
6月10日（土）①11時、②14時
※当日先着順（①9時30分から②12時30分から整理券を配
布）
庭園ガイド、記念撮影コーナーも実施
一般300円・65歳以上150円
（小学生以下と都内在住・在学の中学生は無料）
都営地下鉄大江戸線「飯田橋」下車徒歩3分、ＪＲ「水道橋」
下車徒歩8分、ＪＲ・東京メトロ「飯田橋」下車徒歩8分、東京
メトロ「後楽園」下車徒歩8分

清澄庭園
「花菖蒲と遊ぶ」

　岩崎彌太郎ゆかりの庭園として知られる清澄庭園では、6月上旬より約
350株のハナショウブが見ごろを迎えます。緑が深まる初夏の庭園に色とり
どりのハナショウブが咲き誇る様子は、さながら一服の清涼剤のようです。
水辺に凛と咲くハナショウブの花を愛でながら、庭園でのひとときをお楽
しみください。

清澄庭園サービスセンター
TEL：03-3641-5892問い合わせ先

●期　　間

●内　　容

●入  園  料

★交　　通

平成29年6月3日（土）～6月16日（金）
9時～17時（最終入園16時30分）
特別ガイド「花菖蒲の楽しみ方」
6月3日（土）・6月10日（土）10時・13時
「お休み処&カフェコーナー」
期間中毎日10時～16時30分（ラストオーダー16時）
写真パネル展示、俳句の募集ほか
150円・65歳以上70円
（小学生以下と都内在住・在学の中学生は無料）
都営地下鉄大江戸線「清澄白河」下車徒歩3分、東京メトロ
半蔵門線「清澄白河」下車徒歩3分

事業説明会1
　隣接する土地を所有する方に
立ち会っていただき、境界を確
認し、取得する土地の区域や面
積を確定するため、測量を行い
ます。

測量2
　事業区域内の土地・建設所有
者、借地人及び借家人（以下
「権利者」といいます。）の方々に
用地取得の手順や補償内容及
び生活再建制度等について、ご
説明します。

用地説明会3
　事業の施行に伴い移転等をし
ていただく建物、工作物等につ
いて、構造や数量、権利関係等
を調査します。

物件等の調査4

　取得する土地の価格
を評価します。

　建物や工作物等の移転
費用、その他通常生じる
損失補償額を算定します。

　土地の取得価格や物件の補償額につい
て説明した上で、権利者の方にそれぞれ個
別に金額を提示します。

　協議が整いますと下
記の書類を用いて、権利
者の方とそれぞれ個別
に契約を締結します。

契約の締結8
　土地売買代金と補償金は、契約に基づ
き、お支払いします。

契約金の支払い9

土地の引渡し10

土 地 所 有 者

借 地 人

建物等の所有者

借 家 人

土地売買契約書

借地権消滅補償契約書

物件移転補償契約書

立ちのき補償契約書

道路・河川・公園の用地って
どのように取得しているの？

　東京都では、みなさまの”住みよいまちづくり”のため、道路、河川及び公園の整備に
努めております。
　事業を進めるため、関係権利者のご理解とご協力を得て土地をお譲りいただいたり、
建物等を事業区域外へ移転していただいたりして、用地を取得しています。

土地価格の評価5

問合せ先：建設局用地部管理課　TEL：03-5320-5252

物件補償額の算定6 契約のための協議7

国分寺3・2・8号線


